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衣浦港の概要

衣浦港は愛知県中部に位置し、背後には豊田市をはじめとしたものづくり地域を控え、知多及び西三河地域に
おける物流・生産活動を支える工業港として、重要な役割を果たしている。
取扱貨物量は、平成24年において、外貿約１，３２０万トン、内貿約５５０万トン、合計約１，８７０万トンとなって
いる。
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24 117

26,821 26,509
24 610 24 059

30,000 移入

移出

輸入

（千トン）

24,117 24,610
23,404 24,059

20,955 21,509

16,617

20,246 19,638 18,684

15,000

20,000

25,000 輸出

5,000

10,000

15,000

輸移出入別取扱貨物量 H24年実績（公専計）

0
H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 年

その他

鋼材

288 
33%

廃棄物

113 
13%

その他

9 
1%

輸出

871千ﾄﾝ

とうもろこし

1,079 
9%

木材チップ

739 
6%

LPG
564 
4%

その他

694 
6%

輸入

12 313千ﾄﾝ

廃棄物

466 
23%

非金属鉱物

動植物性製造飼

肥料

169 
8%

鋼材

122 
6%

その他

223 
11%

移出

鋼材

1,250 
36%

原油

150 
4%

重油

115 
3%

その他

446 
13%

移入

1

金属くず

461 
53%

871千ﾄﾝ

石炭

9,236 
75%

12,313千ﾄﾝ 非金属鉱物

274 
13%

とうもろこし

214 
11%

砂利・砂

117 
6%

完成自動車

276 
14%

金属くず

153 
8%

2,016千ﾄﾝ

石炭

1,079 
31%

完成自動車

444 
13%

移入

3,484千ﾄﾝ



我が国の産業政策と港湾政策の変遷

産 業 政 策 港 湾 政 策

1960
高地域間の均衡ある発展

産 業 政 策 港 湾 政 策
西暦

産業開発港湾(大規模な堀込・埋立にょる港湾整備)

1970

高
度
成
長
期

地域間の均衡ある発展
拠点開発方式による産業の振興
（1962 全国総合開発計画）

・新産業都市建設促進法（1962）
工業整備特別地域整備法（1964）

臨海工業地帯の造成と中核となる港湾の整備
○東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ
(1964)

○ﾆｸｿﾝｼｮｯｸ1970

○第2次ｵｲﾙｼｮｯｸ 安

・工業整備特別地域整備法（1964）

産業構造の転換
（重厚長大から軽薄短小へ）
（臨海型から内陸型へ）

海陸一貫輸送（ｺﾝﾃﾅ、ﾌｪﾘｰ等）の進展への対応

○ﾆｸｿﾝｼｮｯｸ
(1971)
○第1次ｵｲﾙｼｮｯｸ
(1973)

○コンテナ
1980

○第2次ｵｲﾙｼｮｯｸ
(1978)

安
定
成
長
期

（臨海型から内陸型 ）

テクノポリス法(1983）
・高度技術工業集積地域の開発

○コンテナ
○RO-RO、フェリー
○インランドデポ

○プラザ合意
(1985)
～円高加速～ 民間資金 活力の導入

1990 (バブル経済崩壊)

成

グローバル化に伴う貿易構造の変化への
対応（輸入の増大）と国際競争力の強化

・輸出型から輸入型貿易構造に対応した港湾配置
・中枢・中核国際港湾等の機能強化

（道路とのリンケ ジの強化）

～円高加速～

(COP3京都議定書)

民間資金・活力の導入

2000

成

熟

期

・輸入促進法（ＦＡＺ法）（1992）
・物流施策大網（1997）

（道路とのリンケージの強化）

対アジア輸送の
準国内輸送化

○アジア通貨危機
(1997)

・スーパー中枢港湾プロジェクトの推進
・港湾におけるロジスティクス機能強化

分業体制の確立と国内産業力の回復

2

(中国経済の急成長)
2010

分業体制の確立と国内産業力の回復

・臨海部の物流拠点、産業エリアの形成
・新たな国土計画（国土形成計画）策定
（2008）

・国際コンテナ戦略港湾政策の推進



高度成長期の政策（産業政策と連動した港湾政策）

新産業都市・工業整備特別地域の指定 起 債 事 業 に よ る 臨 海 部 土 地 造 成

ポテンシャルを有する地域を開発拠点と位置付け ■港湾整備事業
岸壁等の港湾の基本施設等を整備する事業

港湾施設の整備手法

直轄事業

<新産業都市建設促進法(1962)、工業整備特別地域整備法(1964)>

その地方の中核となるべき都市への
大規模な基盤整備等に対する支援

地方に工場（重厚長大型産業）を誘致・建設

大都市の過密問題の解決 地域格差の是正

大規模コンビナートの形成

■港湾関係起債事業

国の直轄事業

港湾管理者の補助事業等

1953 港湾整備促進法制定

大規模な基盤整備等に対する支援

大都市の過密問題の解決、地域格差の是正 ■港湾関係起債事業
港湾整備事業の対象外の施設整備や用地造成を港湾管理

者等の地方公共団体が地方債を発行して行う事業

港湾機能施設整備事業

1953 港湾整備促進法制定

新産業都市 15地域
工業整備特別地域６地域

〔ふ頭用地、荷役機械等の整備〕

臨海部土地造成事業
〔工業用地、都市再開発等用地〕

港湾整備の事業区分

港湾整備事業

港湾関係起債事業

（防波堤、岸壁、泊地等）

3上記の施策・制度等により整備された港湾の事例 ⇒ 苫小牧港（西港区）、鹿島港、新潟港（東港区）

※両法律ともに2001年に廃止



衣浦港の位置づけ・役割

衣浦港は、戦後の高度経済成長を支える港湾として、物流機能や産業基盤（臨海部工場）の整備が行われ、現
在も港湾内に多くの工場が立地し、ものづくり産業を支える基盤となっている。
また、衣浦港には碧南火力発電所（石炭・中部電力）が立地しており、石炭や木材チップの荷主であるほか、地
元の雇用を創出し、中部圏のエネルギー供給の拠点としても重要な役割を担っている。

：工場群大王製紙（S32）
（岐阜県）

○名古屋港（国際拠点港湾）

※カッコ内の年次は各企業が
衣浦港に進出した時期を示す

富士重工（H2）

○名古屋港（国際拠点港湾）
中部のモノづくり産業を支える
総合的物流拠点

日本金属工業（S45）

日本ガイシ（S17）

マツダロジスティクス（S47）

○三河港（重要港湾）
自動車産業を中心としたコンテナ、
完成自動車輸出入拠点 日本金属工業（S45）

日本コーンスターチ（S43）

完成自動車輸出入拠点

JFEスチール（S38,S42）

中部電力（S61）
[碧南火力発電所]○衣浦港（重要港湾）
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[碧南火力発電所]
旭硝子（S43）

○衣浦港（重要港湾）
知多及び西三河地域における物流・生産活動を
支えるバルク貨物拠点



衣浦港の抱える課題
衣浦港では施設が老朽化している（公共岸壁の平均年齢３３歳）。
特に 中央ふ頭西など主要な公共ふ頭において岸壁の老朽化が進んでいる特に、中央ふ頭西など主要な公共ふ頭において岸壁の老朽化が進んでいる。

また、公共ふ頭が狭隘で、保管ヤード（ふ頭用地）が不足している。

岸壁 老朽化状況岸壁の老朽化状況
（供用年数別割合）

主な公共埠頭における老朽化の状況

中央埠頭東

狭隘なふ頭用地の状況

亀崎埠頭

高浜埠頭
高浜２号

岸壁：S50

中央埠頭西

岸壁：S50
亀崎１号岸壁：S59

西２号岸壁 S49

保管ヤードの不足

西２号岸壁：S49

中央埠頭西

武豊埠頭
武豊岸壁：S55

保管ヤードの不足

中央埠頭西
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衣浦港 計画改訂の考え方

ふ頭用地の
狭隘化

（中央埠頭西
では常時

課
題
・
要
請

岸壁の
老朽化

（約6割の施設
が供用から30
年以上経過し

東海・東南海・
南海地震等の

地震・津波
対策

ふ頭毎の貨物
のすみ分けが
進んでいない

（同一品目が複

浚渫土砂の
処分用地の

逼迫
（H28年度に

は処分場満

新規企業の

立地等による
将来貨物量の

増加
（発電用チップ

高利用岸壁と
低利用岸壁の

混在

（浅い岸壁では
ヤードが不足）請 年以上経過し

た施設）
対策

複
数ふ頭に点在）

は処分場満
杯の見通し）

（発電用チップ、
穀物）

浅
利用が低下）

基
本

災害時の緊急物資等

ふ頭の再編・集約

・港奥のふ頭から港口の外港地区への拠点シフト 新規の
本
方
針

災害時 緊 物資等
の輸送機能の確保

・耐震強化岸壁の追加

港奥のふ頭から港口の外港地区への拠点シフト
・新規埋立によるふ頭用地の確保
・老朽化岸壁の利用転換
・貨物の集約

新規
土砂処分場の

計画

計
画
変
更

○外港地区
・岸壁（10m,170m）

のシフト
○中央西地区
・ふ頭用地の

○全体
（高浜、亀崎、中央西、武豊地区）

・老朽化した岸壁の
○中央南地区
・土砂処分用地の更

内
容

のシフト
・耐震強化岸壁

の位置づけ

ふ頭用地の
新規計画物資補給岸壁への

利用転換

土砂処分用地の
新規計画
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改訂内容の方針

◆今回計画の基本方針 （目標年次：平成30年代後半）

【物流・産業】 ～知多及び西三河地域における物流・生産活動を支える物流拠点としての港づくり～

○知多及び西三河地域におけるばら積み貨物の取扱拠点として、大型化した船舶に対応するとともに、老朽化したふ頭

の再編・集約及び不足するふ頭用地を確保し、港湾利用者の使いやすさに配慮した港湾機能を確保する。

○臨海部における産業活動を支援するとともに、将来の衣浦港への要請にも対応可能な港湾空間を確保する。

〇背後圏とのアクセス（東西軸・南北軸）を強化するために、背後圏における道路整備と連携しながら、臨港交通体系の東 軸 南 軸 強 す 、 路 備 携 、 港 通体系

充実を図る。

〇サービス水準の向上などによる港湾の競争力強化を目指して、民の視点を取り入れた効率的な港湾運営を推進する。

【交流・環境】 ～豊かな地域資源を活かした快適な港づくり～【交流・環境】 ～豊かな地域資源を活かした快適な港づくり～

○多くの歴史的・文化的・産業的な地域資源を活かした親しまれる港湾空間の形成を図る。

○自然環境及び漁業活動との共生を継続し、豊かな環境を健全な状態で将来世代に継承していく。

○港湾及び周辺地域で発生する浚渫土砂・廃棄物等を産業活動を支援する用地造成や、干潟造成などの環境改善に有

【安全・安心】 ～災害に対して粘り強い港づくり～

効活用する。

港

○東日本大震災の教訓を踏まえ、東海・東南海・南海地震等の地震・津波対策の推進として、災害発生時における背後
圏への緊急物資輸送に必要な耐震強化岸壁の整備水準を確保するとともに、継続的な経済活動を可能とする港湾機
能を確保する。

○台風や高潮 津波などの風水害に対して 高潮防波堤や海岸保全施設等による地域の安全と港湾活動の継続を可能

7

○台風や高潮、津波などの風水害に対して、高潮防波堤や海岸保全施設等による地域の安全と港湾活動の継続を可能
にするため、台風・高潮・津波対策を推進する。

○港湾施設の計画的な維持管理を行い、必要な港湾機能を確保する。



取扱貨物量の見通し
○目標年次（平成30年代後半）における貨物量の見通し

貿 貨物 バ が新規立 す 等 木材 プ 輸 約 うも外貿公共貨物は、バイオマス発電所が新規立地すること等による木材チップの輸入（約110万ﾄﾝ）やとうも
ろこしの輸入（約30万トン）の増加を主として見込んでいる。
内貿公共貨物は、金属くずの移出（約15万トン）や砂・砂利の移出（約15万トン）の増加を見込んでいる。

13,727 
13,184 

16000 

12481 
15,000 

18,000 
（単位：千ﾄﾝ） 外貿合計 外貿公共 外貿専用

外貿貨物

10,530 

3415 2097

8,179 

11,718 
11,353 

12585 

10384 

6,000 

9,000 

12,000 

（単位 千ﾄ ） 内貿合計 内貿公共 内貿専用

2,351 2,009 
1,832 

3415 2097 

0 

3,000 

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H30年代後半
（今回計画目標年次）

H20年代前半
（既定計画目標年次）

13,587 

16,142

12 728
14,50212,000 

15,000 

18,000 
（単位：千ﾄﾝ） 内貿合計 内貿公共 内貿専用

内貿貨物

5,911 5,500 
6,780

1 640

12,728 

4,837 4 677 5,519
3 000

6,000 

9,000 

,

859 1,074 822 
1,261

1,640, 4,677 

0 

3,000 

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H30年代後半
（今回計画目標年次）

H20年代前半
（既定計画目標年次）
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老朽化した岸壁を物資補給岸壁に利用転換するなどし、荷役岸壁を１９バースから１０バースに再編・集約。

9老朽化した岸壁の再編・集約

老朽化した岸壁を物資補給岸壁に利用転換するなどし、荷役岸壁を１９バ スから１０バ スに再編 集約。

未整備（計画）のバースは港内でのシフトにより貨物を再編・集約し、港湾機能を維持しつつ、既存ストックの削減を行
うことで将来的な維持管理・更新コストを削減。

○水深7 5m以上の岸壁の利用形態の変化

現況
１９バース

既設

４バース
未整備(計画)

○水深7.5m以上の岸壁の利用形態の変化

（平成26年）
既設

3,355m

未整備(計画)

820m総延長 ： 4,175m
２３バース

港湾機能の集約・維持

今回計画
（平成30年代後半）

１０バース
既設

1,910m

４バース
未整備（計画）

860m

９バース
物資補給岸壁等に転換

1,445m
総延長 ： 2,770m

１ﾊﾞ ｽの計画延長

総延長 ： 2,770m
１４バース

１ﾊ ｰｽの計画延長
40m延伸
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計画変更内容(ふ頭の再編：物資補給岸壁への転換）

老朽化した岸壁を物資補給岸壁として利用転換する。
利用転換した岸壁の貨物は、水深10m以上の岸壁を有する中央西地区及び外港地区に集約する。

高浜２号岸壁（ 7 5m 1B 130m）他
亀崎１号岸壁（-10m , 2B , 370m）他

：今回計画で物資補給岸壁等に転換

高浜２号岸壁（-7.5m , 1B , 130m）他

亀崎埠頭

高浜埠頭

高浜２号
岸壁 S

中央埠頭西

亀崎埠頭 岸壁：S50
亀崎１号岸壁：S59

西２号岸壁：S49武豊岸壁（ 4 3B 180 ）他 西２号岸壁：S49
西２号岸壁（-7.5m , 1B , 280m）

武豊岸壁（-4.5m , 3B , 180m）他

中央西地区

武豊埠頭
武豊岸壁：S55

貨物の集約先

外港地区
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外港地区



計画変更内容(中央西地区）

中央西地区において、木材チップ等のバルク貨物の保管ヤードが不足していることから、
埠頭用地（16.3ha）を新規に計画。
加えて、岸壁（水深10m、延長170m）の計画を、より埠頭用地の広い外港地区へシフトする。

【既定計画】 【今回計画】

貨物の保管ヤード不足に対応するため、
[埠頭用地16.3ha]を新規に計画

[水深10m、延長170m]岸壁の計画を削除
（外港地区へシフト）
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計画変更内容(外港地区）

木材チップ船の大型化等に対応するため、既定計画の岸壁を延長する。長
（水深12m、延長240m ⇒ 水深12m、延長280m）
また、緊急物資の輸送に対応するための耐震強化岸壁に位置づける。
保管ヤードが不足する中央西地区に位置付けられていた岸壁（水深10m、延長170m）を、外港地区にシフトす
るる。

【既定計画】 【今回計画】

・[水深10m、延長170m]を中央西地区
からシフトする

・[水深12m、延長240m]を
[水深12m、延長280m]に延伸し、
岸壁配置を見直す。
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計画変更内容(中央南、武豊地区）
航路の浚渫事業などにより発生する残土の受け入れ、石炭火力発電所から発生する石炭灰の受け入れを考
慮して海面処分用地の計画を変更する慮して海面処分用地の計画を変更する。

【既定計画】 【今回計画】

海面処分用地42.6haを計画

中央南地区中央南地区
（土砂処分）

【既定計画】 【今回計画】

石炭火力発電所から発生する石炭
灰の受入地である海面処分用地の
計画を見直す。

武豊地区
（石炭灰処分）
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確認の視点

国としての確認の視点
確認事項

国としての確認の視点

基本方針※

Ⅰ 今後の港湾の進むべき方向
６ ストック型社会に対応した効率的・効果的な事業の実施

（１） 効率的・効果的な事業の実施
物資補給岸壁への

利用転換
（港内各地区）

（１） 効率的・効果的な事業の実施
⑥ 港湾施設の適切な維持管理

これまで蓄積されてきた港湾施設は、順次老朽化が進むことから、今後、更新投資が飛躍的に増大することが見
込まれる。

このため、必要な機能を維持しつつ、将来の改良・更新コストの最小化及び港湾施設の長寿命化を図るため、国及
び港湾管理者が連携して、港湾施設の維持管理計画を策定し、定期的に点検を行うなど、事後的な維持管理から予
防保全的な維持管理への転換を推進する。

Ⅰ 今後の港湾の進むべき方向
１ 産業の国際競争力と国民生活を支える物流体系の構築

（２）臨海部の産業立地 活動環境の向上
新規ふ頭用地の確保

（中央西地区）

バルク貨物の集約
（中央西、外港地区）

（２）臨海部の産業立地・活動環境の向上
（前略）

また、臨海部における国内外からの産業立地や設備投資を促進することにより、我が国における産業の国際競争
力を向上させるとともに、雇用や所得の創出等により地域を活性化させることが必要である。

このため、原材料等のバルク貨物等を輸送する船舶の大型化や企業立地等に対応した港湾施設の整備、臨海部（中央西、外港地区）
の有効活用・再編による用地の提供を行うとともに、ターミナル隣接地における大型特殊貨物を円滑に輸送するため
の措置や幹線道路網とのアクセスの確保について関係機関と連携して取り組む。

（後略）

Ⅱ 港湾機能の拠点的な配置と能力の強化
大規模地震対策施設

緊急物資輸送用の
耐震強化岸壁の計画

（外港地区）

７ 大規模地震対策施設

大規模な地震が発生した場合に、被災直後の緊急物資、避難者等を輸送するための機能を確保するべく、東海地
震、東南海・南海地震等の大規模地震災害の切迫性、地理的条件、港湾の利用状況、緊急輸送道路網等背後地へ
のアクセスの状況等を考慮して、大規模地震対策施設を適切に配置する。また、大規模地震対策施設は、耐震強化
岸壁と、緊急物資の保管や被災者の避難等に資する広場、市街地と港湾を連絡する道路等を一体的に備える。
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（後略）

※港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に関する基本方針（平成26年1月6日施行）


